
建築基準法改正〔平成19年6月20日施行〕による手続きの流れ〔確認審査ﾌﾛｰ〕
平成19年6月18日

法改正により、平成19年6月20日から確認審査が以下のように変更になります。

㈱確認サービス

確認申請書
・確認申請書・建築計画概要書の書式の変更（第2面の設計者・工事監理者欄の拡充）

・確認申請書の提出部数の増加（構造適合判定用に副本1部が追加）

・添付書類の追加（代理者委任状、建築士免許証写、構造計算安全証明書写）

・設計図書の記名押印の明確化（正本の添付図書には設計者記名押印（朱肉印）が必須）

・添付書類の種類・明示すべき事項の変更（規則第1条の3第1項の表1・表2・表3・表4による）

・添付書類の特定行政庁規則による添付免除規定の廃止

受理時審査
・確認申請書添付必要書類ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

・構造計算適合性判定ﾁｪｯｸｼｰﾄ

適正 不備

受理・手数料
・当社の手数料の改定

受付保留・返却
・構造計算適合性判定手数料

図書整合性審査
（意匠）意匠図相互

（構造）意匠図と構造図、構造図相互、構造図と計算書、計算書相互

（設備）意匠図と設備図、設備図相互

整合 不整合

法適合性審査
決定困難通知
〔無期限〕

申請取り下げ届

・構造適判手数料の返金 ・構造適判手数料の返金

審査結果の通知とご案内・審査経過票（意匠・構造・設備）

A:適合
B:軽微な訂正
C:追加説明書

D：通常の不適合 E：重大な不適合

決定困難通知
〔期限付き〕

※図面整備・適合性助言

不適合通知
図書の補正

・構造適判手数料の返金

確認審査追加説明書 申請取り下げ届

・構造適判手数料の返金

消防同意 ※確認申請

構造計算適合性判定
（注意）構造計算適合性判定において適正と判定されない場合、確認申請は不適合となります。

確認済証交付
審査結果の区分 審査結果 記録 備考

適合 適合 A なし

軽微な補正 軽微な訂正 B 誤字・脱字等の訂正あり

追加説明書 C 追加図書の作成・提出

通常の不適合 不適合 D 不適合通知の交付

訂正の上、取り下げ届の提出

取り下げ届の提出

重大な不適合 不適合 E 不適合通知の交付

取り下げ届の提出
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